
【【【【障障障障がいがいがいがい者福祉者福祉者福祉者福祉にににに係係係係るマイナンバーるマイナンバーるマイナンバーるマイナンバー利用事務利用事務利用事務利用事務】】】】

手　　　続 改正を行う具体的な申請書 提出者 個人番号の記入対象者

特別児童扶養手当の支給申請受付
（認定請求、額改定、所得状況届等）

・特別児童扶養手当認定請求書
・特別児童扶養手当額改定請求書
・特別児童扶養手当所得状況届
・特別児童扶養手当支給停止関係発生
　（消滅・変更）届

申請者（受給者）
※生計の中心となる方

・申請者（受給者）
・児童
・申請者の配偶者
・扶養義務者

障害児福祉手当の支給申請受付
（認定請求、所得状況届、資格喪失等）

・障害児福祉手当認定請求書
・障害児福祉手当所得状況届

申請者（児童の保護者）
・児童
・扶養義務者

特別障害者手当の支給申請受付
（認定請求、所得状況届、資格喪失等）

・特別障害者手当認定請求書
・特別障害者手当所得状況届

申請者（受給者）
・申請者（受給者）
・申請者の配偶者
・扶養義務者

障がい福祉サービス等の支給申請、変更
申請等

・（介護給付費　訓練等給付費　特定障害者
　特別給付費　地域相談支援給付費）支給申
　請書兼利用者負担額減額・免除申請書
・（特例介護給付費　特例訓練等給付費　特
　例特定障害者特別給付費　特例地域相談支
　援給付費）支給申請書
・申請内容変更届出書
・受給者証再交付申請書

障がい者、
障がい児保護者

・障がい者
・障がい児又は保護者

地域相談支援給付費、計画相談支援給付
費等の支給申請

・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付
　費支給申請書

障がい者 ・障がい者

補装具費（購入・修理）の支給申請 ・補装具費（購入・修理）支給申請書
障がい者
（18歳未満は保護者）

・障がい者

自立支援医療費（更生医療）の支給申請 障がい者
・障がい者
・対象者と同一保険の
　加入者

自立支援医療費（育成医療）の支給申請 障がい児保護者

・保護者
・障がい児
・対象者と同一保険の
　加入者

障害児通所給付費等の支給申請
・障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担
　額減額・免除申請書
・申請内容変更届出書

障がい児保護者
・保護者
・障がい児

障害児相談支援給付費等の支給申請
・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付
　費支給申請書

障がい児保護者
・保護者
・障がい児

身体障害者手帳の交付、再交付、変更
届、返還届

・身体障害者（児）手帳交付申請書
・身体障害者居住地等変更届
・身体障害者（児）手帳再交付申請書
・身体障害者手帳返還届

申請者
（15歳未満は保護者）

・申請者又は手帳所持者

◎上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって自治体が条例で定める事務については番号を利用する

　ことができます。

　その事務として、地域生活支援事業と重度障がい者(児)医療費助成が挙げられますが、小林市では番号利用するか検討中であり現在のとこ

　ろ平成28年1月からのマイナンバー利用は予定しておりません。

　（地域生活支援事業の例）

　　　日常生活用具給付、訪問入浴サービス、日中一時支援、移動支援　等

・自立支援医療費（更生医療・育成医療）支
　給認定申請書（新規・再認定・変更）
・自立支援医療受給者証等記載事項変更届出
　書（更生医療・育成医療）
・医療受給者証再交付申請書

提出者以外の方からの届け出は、「代理人からの届け出」の取り扱いになります。

　　　日常生活用具給付、訪問入浴サービス、日中一時支援、移動支援　等


